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平成26(2014)年度	 

東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム	 

「多文化共生・統合人間学プログラム（ＩＨＳ）」	 

プログラム生募集要項	 [26.10博士入学者用] 
	 

本プログラムの教育研究上の目的	 

本プログラムの目的は、多文化共生社会の実現に取り組む次世代トップリーダーを養成す

ることである。 
 

養成する人材像	 

高度な専門性を備えたうえで、広い視座を持って新たな価値の創造を可能にする学知とし

ての統合人間学、すなわち２１世紀型の新しい教養を修得し、多文化共生社会という人類

に課せられた重要なテーマに実践的に取り組むことができる人材 
	 

※ＩＨＳに関する詳細は、次を参照のこと。http://ihs.c.u-tokyo.ac.jp/ja/	 

	 

１．応募資格	 	 

本プログラムに応募することのできる大学院生は、本学大学院研究科等の何れかの博士後

期課程に、平成２６年１０月入学予定の者で、かつ、次の要件を全て満たす者とする。（注

１）	 	 

 

・本プログラムの趣旨、履修要件等のルールを十分に理解する者、また、本プログラムに

おける取得単位が所属専攻の修了要件として認められない可能性があることを理解する者

（注２）	 

・日本学術振興会（ＪＳＰＳ）特別研究員ＤＣ２に応募し、採択された場合にも本プログ

ラムに引き続き在籍を続けることが望ましいことを理解する者	 	 

・採用決定後、専攻における指導教員の同意が得られる者（注３）	 

	 

（注１）①獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程に入学予定の者は、本プログラム生

となることはできない（ただし、医学系研究科国際保健学専攻と薬学系研究科薬
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科学専攻を除く）。	 

②他のリーディング大学院への併願は認めない。	 	 

（注２）大学院総合文化研究科文系四専攻（専攻横断プログラムはのぞく）、および学際

情報学府学際情報学専攻は修了要件に認められる。その他の専攻（総合文化研究科広域科

学専攻を含む）については、修了要件に認められるかどうか、各自で所属専攻・系まで問

い合わせること。	 

（注３）指導教員の同意については、採用決定後の採用手続書類に含まれる同意書によっ

て確認する予定である。	 

	 

２．選抜方法	 	 

本プログラム生の選抜は、申請書類（申請者情報、志望動機とキャリア構想、修士論文等）

による書類審査と、面接によって総合的に判断して行う。	 

なお、書類審査で、面接を行わずに不合格とすることがある。	 

	 

３．採用期間	 	 

本プログラム生の採用期間は、平成２６年１０月１日から平成２９年８月３１日までとす

る。ただし、平成２７年８月と平成２８年８月に行われる予定の資格試験（Qualifying 
Examination）に合格することが継続の条件となる。	 	 
	 

４．奨励金の支給	 	 

本プログラム生には、月額１６万円の奨励金が支給される（注１）。ただし、毎年度末の

資格試験の結果によって、減額されることがある。また、プログラムを履修する場合でも、

奨励金の受給を辞退することができる。	 	 

	 

本奨励金を受給した場合は、日本学生支援機構奨学金や学習奨励費等の受給やアルバイト

が原則できなくなるので留意すること。また、日本学術振興会（ＪＳＰＳ）特別研究員（Ｄ

Ｃ２）に採用された場合は、本プログラム奨励金の受給資格を失う（プログラムの履修は

継続可）。詳細は、総合文化研究科内リーディング大学院ＩＨＳ事務局まで問い合わせる

こと。	 	 

	 

（注１）本奨励金は雑所得の扱いとなり、税務署に所得税の確定申告が必要となる。申告

漏れは脱税となるので十分注意すること。ＩＨＳ事務局より翌年１月に手続き関係書類を

配付する。	 	 
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５．募集人員	 

５名程度	 

 

６.プログラム生の選抜結果及び採用手続 

（１）書類審査（一次選考）と面接（二次選考） 
書類審査（一次選考）を通過した学生（面接（二次選考）対象者）に対しては、電子メ

ールでその結果を１０月１０日（金）までに通知する。面接（二次選考）の実施日は、１

０月１１日（土）を予定している。 
（２）プログラム生の選抜結果（面接（二次選考）合格者）の発表は、平成２６（２０１

４）年１０月１４日（火）午後１時頃に総合文化研究科掲示場（東京大学教養学部正門入

って左側）に掲示するとともに、面接対象者全員に対し、選抜の結果を本人あてに電子メ

ールで通知する。なお、プログラム授業は１０月１６日（木）から開講する。 
（３）採用手続書類は発表後に電子メールにて採用内定者に送付する。採用内定者は、採

用手続要領により、所定の期間内に必要な採用手続（採用手続書類の提出）を行うこと。

所定の期内に採用手続を行わない場合は、採用内定を辞退したものとして取り扱う。 
 

７.プログラム生申請手続 

（１）申請方法 
ア．申請は窓口（下記エ．）に直接提出するか、又は郵送により行うこと。 
イ．郵送により申請する場合は、（２）の「申請書類等」を一括して任意の封筒に入れ、郵

便局窓口において「書留郵便」の手続きをすること。 
ウ．受付期間 平成２６（２０１４）年１０月２日（木）から１０月６日（月）１６：３０
まで。 
郵送の場合も、１０月６日（月）必着とする。 
エ．受付場所（直接提出） 
東京大学駒場Ｉ地区キャンパス１７号館３階	 ＩＨＳ事務局 
オ．あて先 
〒１５３‐８９０２ 東京都目黒区駒場３丁目８番１号 
東京大学大学院総合文化研究科事務部教務課大学院係ＩＨＳ担当 
電話 ０３‐５４５４‐６４１５ 
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（２）申請書類等 
ア ． 申 請 書 一 式 は 、 以 下 の Ｕ Ｒ Ｌ か ら ダ ウ ン ロ ー ド す る こ と が で き る

（http://ihs.c.u-tokyo.ac.jp/ja/）。ダウンロードに問題がある場合は、直接ＩＨＳ事務局まで
取りに来ること。 
イ．本プログラム所定の用紙に所要事項を記入したもの。正１部、副３部の計４部 
ウ．志望動機とキャリア構想は申請書内の所定欄に記入すること。 
エ．修士論文とその要旨１部（コピーでよい。） 
	 

８.注意事項 

（１）受付期間内に必要書類が完備しない申請は、受理しない。 
（２）申請手続完了後は、どのような事情があっても、書類の変更は認めない。 
（３）事情により、申請手続等について変更することがある。変更があった場合は、改め

て通知する。 
（４）申請に当たって知り得た氏名、住所その他の個人情報については、①履修者選抜（申

請処理、選抜実施）、②採用者発表、③採用手続業務を行うために利用する。また、同個人

情報は、採用者のみ①教務関係（学籍、修学等）、②学生支援関係（就職支援、授業料免除

申請等）に関する業務を行うために利用する。 
（５）申請書における記載内容について虚偽の記載をした者は、採用後においても遡って

プログラム生であることを取り消すことがある。 
 
平成２６（２０１４）年７月 


